
※団体で加入する場合

は団体または代表者の

印鑑をお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ボランティア活動保険の加入（団体・個人） 

※ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中のケガなど

の治療費を保証する保険です。 

※保険料自己負担（２８０円から加入できます） 

２ 本センターの輪転機・コピー機利用無料 

【営業日時】 月～土曜日 9：00～17：30 

※用紙は自己負担（ただし、土曜日利用希望の場

合は、事前に当センターへの連絡が必要です。） 

３ 福祉活動室（登別市総合福祉センター内）利用無料 ※事前確認が必要 

４ 各種ボランティア助成事業や研修会等情報提供 ※今年度より情報誌をボランティア登録団体代表

および個人登録ボランティアへ送付します。 ５ 市民へボランティア活動の情報提供 

６ ボランティアグループ等のネットワークづくり  

 

※ボランティアセンターでは、年間を通して常時ボランティア登録の受付を行っております。なお、ボランテ

ィア登録は、１年ごとの更新となります。（年度末に新年度登録カード送付） 

 

の２種類があります。登録されたボランティアグループおよび個人ボランティア等は、本センターが行う

基本的事業のほかに、下記のような側面的支援の提供を受けることが出来ます。 

ボランティアセンターでは、誰もが楽しくやりがいを持ってボ

ランティア活動ができるようボランティア登録を進めています。 


